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当事務所では、お付き合いいただいている皆様に向けて、法律関連のニュース

や当事務所の近況などを、定期的にニュースレターとしてお送りさせていただいて

おります。当事務所の近況やご挨拶のほか、少しでもお役に立てる情報をお届け

できればと思っております。
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問合せ 八戸シティ法律事務所 代表弁護士 木村哲也

話番号 ０１２０－１４６－１１１ FAX０１７８－３８－９２３０ http://hachiben.jp/
031-0031 青森県八戸市番町３ ＮＣビル６階

付時間：午前９時～午後５時 ※土曜・日曜・祝日 応相談

今回は、前回のニュースレターで予告しましたとおり、相続争いの解決方法についてご

紹介させていただきます。遺産分割の方法には、指定分割、協議分割、調停分割、審判分

割の４通りがありますので、それぞれご説明させていただきます。

１ 指定分割

被相続人（亡くなった方）の遺言書がある場合に、その遺言書の内容に従って遺産を

分割するものです。指定分割の場合は、遺言書の内容に従って遺産分割を実行すること

になりますので、相続人の間での特段の協議は不要です。

２ 協議分割

相続人全員の協議（話し合い）により遺産を分割するものです。遺産分割は、相続人

全員で行う必要があり、１人でも欠ければ無効となります。協議がまとまった場合には、

後々のトラブルを避けるため、相続人全員の署名・押印をした遺産分割協議書を作成す

るのがよいでしょう。遺言書がない場合は、遺産分割協議を行うことが必須であり、遺

言書がある場合でも、相続人全員の同意のもとに遺産分割協議を行うことができます。

３ 調停分割

遺産分割協議がまとまらない場合、家庭裁判所に調停を申し立てることができます。

調停では、家庭裁判所が選任した調停委員という中立のスタッフが間に入って、遺産分

割の話し合いをあっ旋してくれます。調停で話し合いがまとまった場合は、家庭裁判所

は合意した内容を記載した調停調書を発行し、この調停調書に従って遺産分割が実行さ

れることになります。

４ 審判分割

遺産分割の合意に至らない場合は、家庭裁判所に審判を申し立てることができます。

なお、遺産分割の調停を申し立てていた場合で、調停が不成立となったときは、自動的

に審判に移行しますので、改めて家庭裁判所に審判を申し立てる必要はありません。審

判手続では、各相続人の主張や証拠に基づき、裁判官がどのように遺産分割をすべきか

の審判を下します。そして、その審判に従って遺産分割が実行されることになります。

遺産分割の問題でお困りの方がいらっしゃいましたら、是非お気軽に当事務所にご相談

ください。

遺産分割の方法について


